
陸前高田市総合交流センター使用料

9時 12時 17時 9時 12時 17時
～ ～ ～ ～ ～ ～

12時 17時 21時 12時 17時 21時

小中高校生 330 500 830 110 170 280

一　般 660 990 1,650 220 330 550

1,320 1,980 3,300 440 660 1,100

小中高校生 660 990 1,650 220 330 550

一　般 1,320 1,980 3,300 440 660 1,100

非営利 3,300 4,950 9,900 1,100 1,650 3,300

営　利 6,600 9,900 19,800 2,200 3,300 6,600

小中高校生 220 330 550 70 110 180

一　般 440 660 1,100 140 220 360

880 1,320 2,200 280 440 720

小中高校生 440 660 1,100 150 220 360

一　般 880 1,320 2,200 280 440 720

非営利 2,200 3,300 6,600 730 1,100 2,200

営　利 4,400 6,600 13,200 1,460 2,200 4,400

小中高校生 110 170 220

一　般 220 330 440

小中高校生 220 330 440

一　般 440 660 880

小中高校生 110 170 220

一　般 220 330 440

小中高校生 220 330 440

一　般 440 660 880

小中高校生 200 200 250

一　般 400 400 500

小中高校生 400 400 500

一　般 800 800 1,000

300 300 400

600 600 800

150 150 180

300 300 360

220 330 440

440 660 880

110

220

広場１

広場２

広場１

広場２

（単位：円）

3,600

16,500

7,200

入場料有

33,000

入場料無

入場料有

入場料無

入場料有

１回

1時間

入場料有

その他

普通使用料

貸切り使用 区分使用

入場料有

一　般

アマチュア
スポーツ等

その他

アマチュア
スポーツ等

ミーティング
ルーム

入場料無

入場料有

区　分 単位

アマチュア
スポーツ等

その他

入場料無

多目的広場 １日

ステージのみ

交流室
入場料無

入場料有

多目的ホール

入場料無

アマチュア
スポーツ等

剣道場

入場料有

フィットネス
ルーム

入場料無

その他

柔道場

入場料無

入場料有

アリーナ

入場料無

トレーニング
ルーム

小中高校生



加算使用料

備考

１　休日等使用料
　　土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年１月３日までの日に、その他の催しに使用する場合においては、普通使用料の額の
20％に相当する額
２　照明灯料
　⑴　多目的ホール　全灯300円、1/2灯150円、1/4灯80円
　⑵　アリーナ　　　　全灯200円、1/2灯100円、1/4灯50円
３　冷暖房料及び電気料
　⑴　冷房料　多目的ホール2,200円、アリーナ1,400円、柔道場300円、剣道場300円、フィットネスルーム110円
　⑵　暖房料　多目的ホール2,400円、アリーナ1,600円、柔道場330円、剣道場330円、フィットネスルーム120円
　⑶　電気料　電気器具を使用する場合においては、実費を基準として市長が定める額
４　設備器具使用料
　　附属の設備等を使用する場合においては、１件又は一式、１回につき1,000円の範囲内で市長が定める額

１　「入場料有」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催
しを行う場合をいい、「入場料無」とは、それ以外の場合をいう。
２　9時前又は21時後の普通使用料の額は、1時間につきそれぞれ9時から12時まで又は17時から21時までの区分の普通使用料の
額とする。
３　多目的ホール、アリーナ、柔道場、剣道場又はフィットネスルームを個人使用する場合の使用料の額は、1人1回につき小学校児
童、中学校生徒及び高等学校生徒110円、一般220円とする。
４　入場料を徴収する場合の加算使用料（休日等使用料を除く。）は、それぞれに定める額の２倍の額とする。
５　1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。


